
東松島市役所（鳴瀬庁舎）

　　　　　　　　●構造（在来軸組または枠組壁工法）

申込者

◇◆木造住宅　耐震診断　助成事業の流れ◆◇

報告書作成期間
１ヶ月程度

⑤：耐震診断結果の報告
　　及び耐震診断結果報告書の受取り
　　　（耐震改修計画書・図面を含む）

郵送にて送付
３日程度

３日程度

①：東松島市木造住宅耐震診断助成事業申込書
　　　　　　　　　　　【様式第１号】の提出

審査期間
１週間程度

書類受付

書類受取

④：現地調査

③：耐震診断士と検査日時等の詳細打合せ
　　

②：東松島市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書
　　　　　　　　　　　　　【様式第２号】の発行
　　耐震診断士の決定

※上記（　）内の金額は、上部構造の評点が１．０以上で、
　重大な地盤・基礎についての注意事項がないため、耐震
　改修計画を作成しない場合の金額です。

自己負担額
※税込み金額です。

⑥：耐震診断に関する費用の支払い
　　

住宅の延床面積

２７０㎡を超え３４０㎡以下

２００㎡以下

２００㎡を超え２７０㎡以下

３４０㎡を超える

※耐震診断士に直接お支払いいただきます。

■必要記載事項：●建物の着工時期（建築確認申請書副本※1）

　　　　　　　　●階数、各階の床面積
　　　　　　　　　（建築確認申請書副本又は固定資産税の納入切符等※1）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　※1：書類不明等により記載内容不明の場合は記載不要です。
　　　　　　　　　　 市役所の方で固定資産台帳等を確認の上記載いたします。
　　　　　　　　　

※耐震診断士が報告いたします。

※耐震診断士が実施いたします。

※耐震診断士より直接電話連絡いたします。

東松島市役所（鳴瀬庁舎）

問い合わせ先

東松島市役所（鳴瀬庁舎）

FAX：0225-87-3119

８，４００円　

１８，９００円　

２９，３００円　

３９，８００円　

（７，５００円）

（１７，０００円）

（２６，４００円）

（３５，８００円）

建築住宅課・建築係窓口にて受付

建設課・建築係

建設課・建築係

 TEL：0225-82-1111（内線2204）


